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小
委
員
会
は
今
後
も
継
続
し
て

風
俗
営
業
に
関
し
調
査、

検
討

月施行へ向け警察庁は準備

ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
(
ゲ
ー

ム
場
)
を
新
た
に
「
風
俗
営

業
」
に
す
る
こ
と
を
盛
り
込

ん
だ
「
風
俗
営
業
等
取
締
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

(新
風
営
法
案
)
」
の
審
議

は
新
局
、
A
h
I

同
会
会
期
末
(
八

月
八
日
)
ま
で
も
つ
れ
込
み
、

七
H
に
参
賊
院

・
地
方
行
政

委
以
会

(
大
河
川
以
太

一
郎
委

員
長
)
で
可
決
、
翌
八
日
の

午
前
十
時
す
ぎ
の
参
院

・
本

会
議
で
可
決
、
成
立
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
現
行
の

「
風
俗

営
業
等
取
締
法
」
に
代
わ
る

「風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び

業
務
の
通
正
化
等
に
関
す
る

法
律

(新
風
営
法
)」

が
誕

生
し
た
こ
と
に
な
る
・
こ
の

新
胤
営
法
は
、
同
法
付
則
に

よ
り
公
布
(
未
定
)
か
ら
六

カ
月
以
内
に
地
行
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
お
り
、
筈
察
庁

で
は
来
年
二
月
施
行
を
め
ざ

し
て
準
備
を
急
ぐ
と
し
て
い

る
が
、
開
会
審
議
で
次
々
と

問
題
点
が
桁
摘
さ
れ
た
こ
と

か
ら
参
院
・地
行
委
で
は
「
凶風

俗
営
業
に
闘
す
る
湖
伐
小
委

μ
会
」
を
発
足
さ
せ
て
お
り
、

施
行
へ
向
け
て
立
法
府
か
ら

の
注
文
が
あ
り
う
る
と
見
ら

れ
て
お
り
、
ま
だ
ま
だ
波
乱

含
み
の
状
況
で
あ
る
。

新
風
営
法
案
は
衆
議
院
で

一
部
修
正
の
上
通
過
し
た
後

参
議
院
で
七
月
卜
一
円
か
ら

務
削
減
に
入
り
、
参
院

・
地
行

委
で
は
川
十
七
日
か
ら
実
質

審
議
に
入
っ
て
い
た
・
同
地

2 来年

行
委
で
は
七
月
卜
七
日
、
十

九
日
、
二
十
四
日
、
二
十
六

日
、
三
十
一
日
、
八
月
二
日、

七
日
と
会
期
末
ぎ
り
ぎ
り
ま

で
質
疑
が
行
な
わ
れ
、
と
く

に
八
月
二
日
以
降
は
他
の
重

要
法
案
と
の
旅
ね
A
円
い
も
あ

っ
て
臼
松
が
決
ま
ら
な
い
状

態
が
続
い
た
。
参
院

・
地
行

委
の
却
下
総
談
会
は
三
日
か

ら
六
日
ま
で
断
絞
的
に
聞
か

れ
た
が
、
結
局
他
の
重
要
法

案
の
審
議
と
の
調
繁
を
終
え

六
日
夜
「
七
日
に
地
行
委
開

催
、
被
終
質
疑
、
採
決
」
の

ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
が
決
ま

っ
た
。

七
日
午
前
中
は
臨
時
教
ぢ

議
議
会
料
品
川
法
を
成
伝
さ
せ

る
た
め
の
参
院
本
会
泌
が
聞

か
れ
、
地
行
委
は
午
後

一
時

半
か
ら
四
時
半
ま
で
聞
か
れ

た
。
同
委
只
会
で
は
締
め
く

く
り
の
質
問
が
行
な
わ
れ
、

志
苫
裕
氏
(
社
会
)
と
係
国

立
氏
(
公
明
)
が
ゲ
ー
ム
セ

ン
タ
ー
の
風
営
化
に
問
題
あ

り
と
し
て
、
ゲ
ー
ム
機
に
は

健
全
機
と
附
問
機
の
区
別
が

あ
る
と
辿
っ
た
ほ
か
、
神
谷

む
之
助
氏

(
共
産
)
が
川
以
後

の
質
問
お
と
な
っ
た
。
以
上

で
質
疑
は
終
了
し
、
神
谷
氏

が
修
正
案
を
制
拠
出
、
衆
院
で

の
修
正
含
む
原
案
と
合
わ
せ

討
論
と
な
り
、
①
佐
必
三
吾

氏
(
社
会
)
が
原
案
に
反
対

の
、
②
三
治
冊
以
い
氏
(
民
社
)

が
原
案
に
質
成
の
、

③
神
谷

口
之
助
氏
が
修
正
の
、
そ
れ

ぞ
れ
立
川
ん
を
述
べ
、
採
決
に

移
っ
た
。
採
決
で
は
共
産
に

よ
る
修
正
系
を
多
数
で
否
決

し
た
上
で
、
原
案
に
つ
い
て

諮
り
、
自
公
民
三
党
に
よ
る

賛
成
多
数
で
り
決
し
た
。

次
に
点
鍋
賢
二
氏
(
自
民
)

か
ら
特
別
決
議
案
の
能
楽
が

あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
全

会

一
欽
で
採
択
さ
れ
た
。
こ

の
特
別
決
議
は
、
衆
院

・
地

行
委
の
付
市
決
議
の
内
絡
を

さ
ら
に
厳
し
く
し
た
上
で
、

前
文
に
「
審
議
の
経
過
に
か

ん
が
み
、
国
民
の
基
本
的
人

権
と
警
察
責
務
と
の
関
係
及

び
法
形
式
等
に
つ
い
て
継
続

的
に
調
俗
、
検
討
を
行
う
」

参院地行委

こ
と
を
掲
げ
て
お
り
、
付
借

決
議
と
は
ち
が
う
独
特
の
決

泌
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に

伴
な
い
大
河
原
委
日以
H
K
がしハ

名
の
委

μ
に
よ
る

「
胤
怖
併

業
に
関
す
る
剥
古
代
小
委
以
会」

を
設
置
す
る
こ
と
を
提
案
、

可
決
さ
れ
た
。
同
小
委
員
会

の
正
式
名
称
は
未
硲
認
で
あ

る
が
、
参
院

・
地
行
委
に
お

い
て
次
の
六
名
の
委
員
か
ら

な
る
小
委

μ会
が
こ
の
日
誕

生
し
た
こ
と
に
な
る
。

委
以
円K
H山石上
二
郎
氏
(
山川

氏
)
、
袋
以

Hμ
鍋
賢
二
氏

(同
)
、
志
信
白
絡
氏
(社
会
)
、

三
治
重
信
氏

(
民
社
)
、
原

図
立
氏
(
公
明
)
、
神
谷
信

之
助
(
共
産
)
。

こ
の
小
委
員
会
は
特
別
決

議
の
前
文
に
あ
る
「
継
続
的

に
調
k

旬
、
検
討
を
行
う
」
た

-a 

め
の
も
の
と
解
さ
れ
て
お
り
、

新
法
下
に
お
け
る
胤
僻
併
業

の
制
度
や
法
巡
周
に
閲
し
て

今
後
調
官
旬
、
検
討
す
る
と
さ

れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の

小
委
員
会
は
国
会
休
会
中
も

随
時
聞
か
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
お
り
、
新
風
営
法
が
規
定

す
る
国
家
公
安
委
員
会
規
則

や
政
令
な
ど
の
下
位
法
令
の

決
泌
に
つ
い
て
も
訓
炎
、
検

討
を
加
え
る
こ
と
が
卜
分
に

予
測
さ
れ
て
い
る
。

新
風
常
法
は
こ
う
し
て
凶

会
(
立
法
府
)
で
成
立
し
た

が
、
審
議
中
次
々
と
問
題
点

が
指
摘
さ
れ
、
結
着
を
見
て

い
な
い
も
の
が
あ
る
と
の
見

地
か
ら
「
審
議
の
経
過
に
か

ん
が
み
」
小
委
円
以
会
が
設
置

さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
来
年

二
対
の
施
行
へ
向
け
て
野
山
以

庁
は
下
位
法
令
作
成
作
業
を

含
む
準
備
を
進
め
る
に
当
っ

て
、
立
法
府
か
ら
の
監
視
を

含
め
た
注
文
を
受
け
る
こ
と

が
あ
り
う
る
と
見
ら
れ
て
お

り
、
施
行
ま
で
ま
だ
ま
だ
波

乱
が
あ
り
う
る
と
見
ら
れ
て

い
る
。

衆
参
と
も

8
号
営
業
に
質
疑
集
中

成
立
し
た
が
い
ぜ
ん
残
る
疑
問
点

新
風
営
法
案
の
国
会
審
議

で
は
衆
参
両
院
を
通
じ
て
、

ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
の
風
営
化

を
め
ぐ
る
質
疑
が
大
部
分
を

占
め
た
が
、
そ
の
政
大
の
も

の
は
八
ザ
常
業
で
、
パ
う

「
遊

技
機

(
ゲ
i
ム
機
)」

に
他

全
な
ゲ
ー
ム
機
が
な
ぜ
含
ま

れ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
政
府
委
只

の
警
察
庁
側
は
、
健
全
機
で

あ
れ
ど
ん
な
ゲ

l
ム
機
も
賭

隙
に
使
用
さ
れ
う
る
と
の
見

解
を
示
し
、
従
っ
て
ど
ん
な

ゲ
l
ム
機
で
も
、
そ
れ
を
問

舗
そ
の
他
こ
れ
に
似
す
る
灰

州
さ
れ
た
地
設
に
泣
い
て
容

に
遊
技
を
さ
せ
る
常
業
を
す

る
場
合
は
、
「
八
号
営
業
」

と
し
て
許
可
な
く
営
業
は
で

き
な
い
、
と
し
て
い
る
。
な

お
こ
こ
で
い
う
「
施
設
」
は

三
方
が
区
画
さ
れ
て
い
る
か
、

見
通
し
が
き
か
な
い
か
が
柿

成
袋
識
と
な
っ
て
お
り
、
旅

館
、
シ

ョ
ッ
ピ

ン
グ
セ
ン
タ

ー
、
遊
同
地
で
も
三
方
が
区

幽
さ
れ
て
い
る
も
の
は
風
常

か
ら
除
外
さ
れ
な
い
こ
と
に

な
る
。
ま
た
逆
に
、
区
画
さ

れ
て
い
な
い
、
人
目
に
つ
く

場
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
場

合
は

「施
設
」
で
は
な
い
の

で
胤
常
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
点
で

い
ぜ
ん
多
く
の
疑
問
点
を
成

し
た
ま
ま
法
案
は
可
決
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
。

八
号
営
業
で
い
う

「
ゲ
ー

ム
セ
ン
タ
ー
」
は
、
ゲ
ー
ム

機
を

一
台
以
上
設
慣
す
る
も

の
で
あ
り
、
当
然
な
が
ら
「
ゲ

ー
ム
唄
茶
」
も
新
胤
ゃ
れ
法
で

は
ゲ
ー
ム
セ

ン
タ
ー
と
同
じ

扱
い
と
な
る
。
な
お
新
風
川
町
円

法
の
付
制
で
は
、
今
回
新
た

に
風
俗
営
業
と
な
る
八
号
営

業
に
関
し
て
、
施
行
H
か
ら

三
ヵ
月
以
内
は
無
許
可
で
も

常
業
で
き
、
ま
た
同
期
間
以

内
に
庁
可
申
請
し
許
可
不
許

可
の
通
知
の
あ
る
ま
で
は
同

級
に
営
業
で
き
る
と
、
統
治

挑
訟
を
定
め
て
い
る
。
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